
－融資１７(１)－ 

静清信用金庫

自動車ローン「グッド」／カーライフプラン for Ladies 
平成 28 年 4 月 11 日現在 

１.商品名 自動車ローン「グッド」／カーライフプラン for Ladies 

２.融資対象 

・申込時の年齢が満２０歳以上の方 

・安定継続した収入がある方（就職内定者も可） 

※融資金額50万円以内については、収入の有無は不問（専業主婦も申込可） 

※産前・産後、育児、介護等の休業明けの勤務予定者もお申込みが可能です 

・当金庫の営業地区内に居住または勤務されている方 

・保証会社「（一社）しんきん保証基金」の保証が受けられる方 

・その他当金庫基準に該当する方 

３.資金使途 

・ 本人またはお申込人のご家族（配偶者・親・子・孫）が使用する自家用自動車・オートバ

イ（原付含む）、自転車（電動アシスト自転車、ロードバイク、クロスバイク等）の購入資

金、車検・修理費用、自動車パーツ・オプションの購入・取付費用、自動車保険費用、運

転免許取得費用 

・ 車庫設置費用 

・ 自動車購入資金の借換費用 

４.融資金額 
・１０万円以上１，０００万円以内（1 万円単位） 

 ※ただし、就職内定者については１０万円以上２００万円以内（１万円単位） 

５.融資期間 
・３ヵ月以上１０年以内 

※出産・育児、介護休業等により元金返済の据置または軽減をする場合は最長１２年 

６.融資利率 

・固定金利型 年４．０％＋保証料年０．４８％ 

＜お取引状況による金利優遇＞ 

 お客さまのお取引内容をポイント化し、合計ポイントに応じてご融資利率から最大年

１．０％の金利優遇をいたします。 

本ローンお申込時のご契約についてもポイントの対象となります 

＜優良ドライバーの金利優遇＞ 

ゴールド運転免許証、無事故無違反証明書、ＳＤカード、のいずれかをお持ちの方は、

さらに年０．３％の金利優遇をいたします（※無事故無違反証明書、ＳＤカードはお申

込み日より 1年以内に発行されたものに限ります）。 

取引項目（個人単位） ポイント

300 万円以上 500 万円未満 １０ 

 500 万円以上 1,000 万円未満 １５ 

1,000 万円以上 3,000 万円未満 ２０ 
総預金残高 

3,000 万円以上 ２５ 

住宅ローンのご契約 １０ 

消費者ローンのご契約 ３ 

事業性融資のご契約 ４ 

給与振込 ３ 

ＷＥＢバンキングのご契約         2点

ＷＥＢ－ＦＢのご契約           2点
上限 2点 ２ 

自動振替             1種類各 1点 上限 3点 ３ 

中部しんきんカード（ＶＩＳＡ／ＪＣＢ） ２ 

公的年金振込 4点

年金予約サービスのご契約          2点
上限 4点 ４ 

定期積金払込額（合計 1万円以上） ２ 

出資会員 ２ 

             ↓ 

合計ポイント 金利優遇幅 

25 点以上 年１．００％ 

20 点以上 25 点未満 年０．７０％ 

15 点以上 20 点未満 年０．５０％ 

10 点以上 15 点未満 年０．３０％ 

↓



－融資１７(２)－ 

静清信用金庫

７.返済方法 

・毎月元利均等分割返済 

融資金額の５０％以内でボーナス時増額返済の併用もできます 

※出産・育児・介護休業等により通算 2年間まで元金返済の据置または軽減が可能です（分割

適用も可能です） 

８.担保 ・不要 

９.保証人 ・原則不要 （一社）しんきん保証基金の保証を受けていただきます 

10.融資形式 ・証書貸付 

11.カーライフ 

プランリピート

・申込日時点またはご融資実行日時点において、次のいずれかに該当する方は、リピートプラ

ン（保証料年０．３８％）がご利用いただけます 

①当金庫取扱いの保証付自動車関連ローン（カーライフプラン・オートローン）、（一社）し

んきん保証基金保証付のすべての証書貸付商品（リピートプラン・教育プラン・リフォー

ムプラン・無担保住宅ローン・住宅ローン・個人ローン・切替プラン change 等）の利用

状況が次のいずれかに該当する方 

ア．完済して３年以内の方 

イ．ご融資実行日から６ヵ月以上経過し、かつ直近の約定返済が行われている方 

②教育カードローン以外の（一社）しんきん保証基金保証付カードローンを契約中（同時契

約を含む）の方 

12.苦情処理措置・

紛争解決措置 

苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または営業推進部お客さまの声担

当（9 時～17時、電話：0120-0988-50）にお申し出ください。 

紛争解決措置 静岡県弁護士会（電話：054-252-0008）および東京弁護士会（電話：

03-3581-0031）、第一東京弁護士会（電話：03-3595-8588）、第二東京弁護士会

（電話：03-3581-2249）の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能です

ので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記営業推進部または

全国しんきん相談所（9時～17 時、電話：03-3517-5825）にお申し出ください。

なお、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。 

13.その他 

・原則として、融資金は支払先への振込みとします。 

・ 融資金額の２倍の傷害保険を付保（１年間）（保険料は当金庫負担） 

・お申込み方法は、店頭・ＦＡＸ・ＷＥＢの３種類からお選びいただけます 

・お申し込みに際しては事前の審査をさせていただきます 

・審査の結果によってはご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください

・現在のご融資利率やご返済額の試算については当金庫の本支店にお問い合わせください 

お申込み方法 ＦＡＸ番号・アドレス 受付可能時間 

ＦＡＸ ０１２０－０９８８－６７ ２４時間・３６５日 受付可能です

ＷＥＢ 
http://www.seishin-shinkin.co.jp/

service/loan/online/index.html 
２４時間・３６５日 受付可能です


